
① 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任に
おいて適正に処理しなければならない。（第３条第１項）

② 事業者は、廃棄物の減量その他その適正処理の確保に関し、国
及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。（第３条第３項）

・マンガ本、週刊誌などの雑誌　　　　　　　　　　　 ・水ですすいで、ふたをはずす
・単行本、文庫本などの書籍 ・油類が入っていたもの、割れたびんは資源に
・ノート類 なりません。混ぜないでください。
・ティッシュ箱などの紙箱、トイレットペーパーの芯
・カレンダー、カタログ、包装紙、紙袋

 

（TEL692-3570)

 産業廃棄物は、市町村の施設等には搬入できません。産業廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼してください。

全 て の 業 種 が 対 象 特 定 の 業 種 が 対 象

 廃プラスチック類
廃タイヤ、発泡スチロール、廃農
業用フィルム等の全ての廃プラス
チック類

 汚泥
製造業、工業排水等の処理後に残る
泥状のもの 　紙くず

紙製品製造業、出版業等の紙くず、建設業（工
作物の新築、改築又は除去）の紙くず（包装材、
段ボール、壁紙くず等）

 ゴムくず 天然のゴムくず（切断くずなど）  廃油
鉱物性油及び動植物性油に係る全て
の廃油、廃溶剤 　木くず

木材・木製品製造業の木くず、建設業（工作物の新
築、改築及び除去）の木くず（型枠、足場材等、内装・
建具工事等残材、抜根、伐採材、木造解体材等）、廃
パレット

 金属くず 鉄くずなどの全ての金属くず  廃酸
廃硫酸、廃塩酸などの全ての酸性廃
液 　繊維くず

繊維工業等の天然繊維くず、建設業（工作物の
新築、改築又は除去）の繊維くず（廃ウエス、
縄、ロープ類等）

ガラスくず
コンクリートくず 
陶磁器くず

ガラス、陶磁器くず、レンガなどのく
ず。コンクリートくずは、工作物の新
築、改築又は除去に伴って生じたもの
を除く

 廃アルカリ
廃ソーダ液などの全ての廃アルカリ
性廃液

　動植物性
   残渣

食料品製造業、医薬品の製造業及び香料製造
業の動植物性残渣

 がれき類
工作物の撤去に伴って生じたコン
クリートの破片等の各種廃材  鉱さい 電気炉からの残さい、廃鋳物砂

 動物系固形
　不要物

と畜場、食鳥処理場からの固形不要物

 燃え殻
焼却残灰、石炭がら等の焼却残
渣  ばいじん

ばい煙発生施設等の集じん捕集ダス
ト

 家畜ふん尿
　家畜死体

畜産農業から出る牛、豚等のふん尿または死
体

 その他 　上記の産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの

特別管理産業廃棄物
　廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物、廃水銀等、廃石綿等、その他の有
  害廃棄物

  　   【産業廃棄物に関するお問い合わせ先】（一社）岩手県産業資源循環協会（TEL 625-2201)

所在地 滝沢市大石渡332-2 （TEL688-2464） 雫石町七ツ森１６－８１

事業者はその事業活動に伴って排出するすべてのごみについて
処理責任を有しています。（地域の集積所には出せません）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

資源として再利用できるものは、分別して資源回収業者又は処理施設へ ●一般廃棄物収集運搬許可業者

事　業　系　一　般　廃　棄　物

生ごみ 紙くず 木くず 繊維くず 皮革類 資源

食べ残し　　　　
売れ残り　　　　
調理くず

ティッシュペー
パー、伝票、メモ帳

庭木　　　　　　
木製品

布団　　　　　　
ぼろ布　　　　　
古着

靴・鞄 新聞・段ボール、雑
誌・その他紙（雑
紙）、コピー用紙

　                      　　　処理施設に直接搬入するか、　一般廃棄物収集運搬業許可
　　　　　　　　　　業者に処理を依頼してください。

●処理施設（産業廃棄物は搬入できません）

事業系 家庭系・資源ごみ

持ち込み先 雫石・滝沢環境組合　滝沢清掃センター
（10ｋｇまでごとに100円・資源ゴミは雫石センターへ）

雫石・滝沢環境組合　雫石リサイクルセンター　　　　　　　　　　　　　
（1回の搬入量が200ｋｇを超える時や大型のものは滝沢センターへ）

受付時間
月曜日～金曜日　午前9：00～午後4：00
土曜日　　　　　　　搬入できません　　　　　　　　　　　　　

月曜日～金曜日　午前9：00～午後4：00　　　　　　　
土曜日　　　　　　  午前9：00～午前11：30

休業日 日曜日、祝日、年末年始（１２月３１日～１月３日） 日曜日、祝日、年末年始（１２月３１日～１月３日）
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地域の集積所には出せません！

雫石町町民課環境対策室

ＴＥＬ 692-6403

減量化

食品ロスを削減

しましょう！


